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工 事 検 査 課 長  

 

業務実績情報システム（テクリス）登録対象の変更について（通知） 

 

 テクリスの登録は、静岡県交通基盤部では業務委託共通仕様書により契約金額 500 万円

以上の登録を義務付けていますが、これを契約金額 100 万円以上の業務に拡大しますので

通知します。 

  

記 

 

１ 登録対象 

契約金額 100 万円以上の業務 

 

２ 適用 

  令和２年 10 月１日以降に契約する業務 

 

担当：建設業課指導契約班       054-221-3059 

建設技術企画課建設ＩＣＴ推進班 054-221-2128 

   工事検査課工事検査班      054-221-2623 

 


